
豊橋市「地域生活」バス・タクシー運営経費補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、豊橋市補助金等交付規則（平成７年豊橋市規則第８号）

に定めるもののほか、豊橋市「地域生活」バス・タクシー運営経費補助金（以

下「補助金」という。）の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、豊橋市「地域公

共交通」バス・タクシー実施要綱第２条に定めるところによる。

（１）「地域生活」バス・タクシー

（２）地域運営団体 

（補助金の交付対象者）

第３条 補助金の交付対象者は、「地域生活」バス・タクシー実証運行事業（以

下「実証運行事業」という。）又は豊橋市地域公共交通活性化推進協議会にお

いて合意された運行に関する事業計画に基づき実施される事業（以下「本格

運行事業」という。）の対象となる地域の地域運営団体とする。

（暴力団等の排除）

第４条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助金の交付申請者が次の各号の

いずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定をしないことがで

きる。

(１) 豊橋市暴力団排除条例（平成 23 年豊橋市条例第２号）第２条第１号に

規定する暴力団（以下「暴力団」という。）

(２) 豊橋市暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団員（以下「暴力団

員」という。）

(３) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者（以下「暴力団員等」とい

う。）

(４) 暴力団、暴力団員又は暴力団員等をその構成員に含む法人その他の団体

（補助対象経費）

第５条 補助対象経費は、４月１日から翌年３月３１日までの実証運行事業又



は本格運行事業の運営に必要となる経費で、次に掲げるものとする。

（１）停留所設備の作成及び設置又は修繕に要する費用

（２）車両への表示に要する費用

（３）印刷製本費

（４）その他市長が必要と認める運営に要する費用

（補助金の額）

第６条 補助金の額は、実証運行事業の初年度は１団体あたり年額５００，０

００円、実証運行事業の次年度以降又は本格運行事業は１団体あたり年額２０

０，０００円を限度とする。

（補助金の交付申請）

第７条 補助金の交付を受けようとする地域運営団体は、豊橋市「地域生活」

バス・タクシー運営経費補助金交付申請書（様式第１）に次に掲げる書類を

添えて、市長に申請しなければならない。

（１）補助対象経費の概算内訳書（様式第２）

（２）事業計画書

（３）収支予算書

（４）その他市長が必要と認める書類

（補助金の交付決定）

第８条 市長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、これを適正と

認めるときは補助金の交付の決定を行い、豊橋市「地域生活」バス・タクシ

ー運営経費補助金交付決定通知書（様式第３）により、補助金の交付の申請

をした地域運営団体に通知するものとする。

（実績報告）

第９条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた地域運営団体（以下「補

助金交付団体」という。）は、補助金の交付決定を受けた年度の３月３１日ま

でに、豊橋市「地域生活」バス・タクシー運営経費補助金実績報告書（様式

第４。以下「実績報告書」という。）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出

しなければならない。

（１）補助対象経費の実績内訳書（様式第５）



（２）収支決算書

（３）その他市長が必要と認める書類

（補助金の額の確定）

第１０条 市長は、実績報告書が提出されたときはその内容を審査し、これを

適正と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、豊橋市「地域生活」バ

ス・タクシー運営経費補助金額確定通知書（様式第６）により、補助金交付

団体に通知するものとする。

（補助金の交付）

第１１条 補助金交付団体は、前条の規定により補助金の額が確定した場合に

おいて、補助金の交付を受けようとするときは、市長が定める期日までに請

求書を提出しなければならない。

２ 市長は前項の請求書の提出を受けたときは、当該補助金交付団体に補助金

を交付する。

（概算払い）

第１２条 市長は前条の規定にかかわらず、必要であると認めるときは、補助

金の全部又は一部について概算払をすることができる。

２ 補助金交付団体は、概算払により補助金を受けようとするときは、請求書

を市長に提出しなければならない。

（交付決定の取消）

第１３条 市長は、補助金交付団体が次の各号のいずれかに該当すると認めた

ときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

（１）本要綱の規定又は補助金の交付条件に違反したとき。

（２）補助金を補助対象経費以外の用途に使用したとき。

（３）提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正な行為が

あったとき。

（４）第４条各号のいずれかに該当するとき。

２ 市長は、前項の規定により交付決定の取消しをしたときは、その旨を豊橋

市「地域生活」バス・タクシー運営経費補助金交付決定取消通知書（様式第

７）により当該補助金交付団体に通知するものとする。



（補助金の返還）

第１４条 市長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合にお

いて、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、

期日を定めてその返還を命ずるものとする。

（加算金）

第１５条 補助金交付団体は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたと

きは、当該返還すべき補助金の受領の日から返還の日までの日数に応じ、当

該補助金の額（その一部を返還した場合におけるその後の期間については、

既返還額を控除した額）につき年 10.95 パーセントの割合で計算した加算金

を市に納付しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると

認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

（検査等）

第１６条 市長は、補助金交付団体に対し、補助対象事業に関して必要な指示

をし、報告を求め、又は検査を行うことができる。

（補助金の経理等）

第１７条 補助金交付団体は、当該補助金に係る経理について、他の経理と明

確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておかなければならな

い。

２ 補助金交付団体は、前項の帳簿を、当該補助金の交付を受けた日の属する

年度の終了後５年間保存しなければならない。

（雑則）

第１８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

    附  則

この要綱は、平成２０年 ４月 １日から施行する。

附  則

この要綱は、平成２２年 ４月 １日から施行する。

附  則

この要綱は、平成２３年 ４月 １日から施行する。

附  則



この要綱は、平成２４年 ４月 １日から施行する。

附  則

（施行期日）

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。

（補助限度額）

２ 第６条の補助金の額については、令和４年４月１日から令和５年３月３

１日までに実施されるものの場合、同項中「年額２００，０００円」とある

のは「年額３００，０００円」とする。

附  則

この要綱は、令和４年５月２０日から施行する。


